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(57)【要約】
【課題】三相一括ガス絶縁機器で、ガス区画の部分放電
位置の特定から、部分放電部位の標定を確実に行える部
分放電部位標定方法を提供する。
【解決手段】金属容器１内に三相の各導体２を配置し、
各導体２を絶縁物３にて支持すると共に、絶縁物３にて
気密に区分する複数のガス区画４内に絶縁ガスを封入す
る三相一括ガス絶縁機器で部分放電部位の標定のため、
金属容器１の異なるガス区画４に設けた各検出センサ５
により部分放電信号を検出し、少なくとも２つの検出セ
ンサ５の部分放電信号から部分放電している個所のある
ガス区画４を特定する。次に、特定したガス区画４にお
ける検出センサ及び音響センサ６で検出する各放電信号
の検出強度を計測し、検出センサ４及び音響センサ６が
検出した放電信号の検出強度と三相の電圧の検出位相波
形とに基づいて欠陥部位を標定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属容器内に三相の各導体を配置し、前記各導体を絶縁物にて支持すると共に、絶縁物
にて気密に区分する複数のガス区画内に絶縁ガスを封入する三相一括ガス絶縁機器の部分
放電の部位を特定する方法であって、前記金属容器の異なる前記ガス区画の各検出センサ
にて部分放電信号を検出し、少なくとも２つの前記検出センサが検出した部分放電信号を
用いて部分放電しているガス区画を特定し、特定した前記ガス区画での検出センサ及び音
響センサで検出する各放電信号の検出強度を計測し、前記検出センサ及び前記音響センサ
が検出した各放電信号の検出強度と三相の電圧の位相波形とに基づいて欠陥部位を特定す
ることを特徴とする三相一括ガス絶縁機器の部分放電部位標定方法。
【請求項２】
　請求項１において、部分放電信号を検出する前記検出センサは、予め金属容器に設けた
検出センサを用いて信号の検出強度を計測することを特徴とする三相一括ガス絶縁機器の
部分放電部位標定方法。
【請求項３】
　請求項１において、信号の検出強度を計測する前記検出センサは、前記ガス区画を特定
した後に新たに配置して信号の検出強度を計測することを特徴とする三相一括ガス絶縁機
器の部分放電部位標定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三相一括ガス絶縁機器の部分放電部位標定方法に係り、特に三相一括ガス絶
縁機器部分における欠陥位置の標定と欠陥原因の特定に効果的な三相一括ガス絶縁機器の
部分放電部位標定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、変電所に設置するガス遮断器、ガス絶縁開閉装置、ガス絶縁母線等のガス絶縁機
器は、機器内部に絶縁異常が生ずると、その個所で部分放電が発生し、最終的には絶縁破
壊事故を発生する恐れがある。ガス絶縁機器の部分放電は、ＳＦ６ガス等の絶縁ガスを封
入する筒状の金属容器内に混入した金属異物や、導体を支持するスペーサ等の絶縁物の内
部欠陥、導体やシールド等の導電部の接触不良等に起因することが知られている。このた
め、従来からガス絶縁機器では、絶縁破壊事故の前駆現象といえる部分放電を各種の手段
で検出し、発生位置の特定や異物の欠陥種別の特定等を行い、精度の高い部分放電に基づ
く絶縁異常診断を、精度を良く行うようにしている。
【０００３】
　例えば、金属容器内に導体を収容して絶縁ガスを充填したガス絶縁機器における部分放
電検出装置として、部分放電に基づく機械的振動信号を受信する振動検出器を、金属容器
の異なる位置に設け、これら各振動検出器で受信する機械的振動信号のそれぞれの検出時
刻における時間差を時間差演算器によって求め、各時間差が異なるのか同一かにより、判
断部で部分放電の発生位置が移動しているか否かを判断することが提案されている（特許
文献１参照）。
【０００４】
　また、ガス絶縁機器に設ける部分放電信号検出器で部分放電信号を検出し、この検出信
号を解析して発生原因を診断して表示する際、多段階に条件分岐する診断手段を用い、第
１の診断結果に従って複数の第２の診断手段より一つの診断手段に条件分岐し、これによ
って第２の診断手段の診断結果を得ることで、より精度の高い診断を行うことが提案され
ている（特許文献２照）。
【０００５】
　ガス絶縁機器の金属容器内に、距離をおいて複数個の検出器を設けておき、周波数同調
により測定できる複数の測定器及び同期測定に必要なトリガ信号発生器を備えて、複数の
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検出器から得られた信号を同期させて測定器により測定を行い、更に検出器からの信号を
加算器や遅延回路を用いて、時間と大きさの両面から高精度の位置標定を行い、金属容器
内に封入されたガス絶縁機器内から発生する部分放電電磁波を検出し、部分放電発生源の
高精度な位置標定を行うことも提案されている（特許文献３参照）。
【０００６】
　更に、ガス絶縁機器内部の部分放電を検出する検出信号を解析する際、検出信号から周
波数（ｆ）－位相（φ）－信号強度（ｑ）特性を求め、これらの特性の周波数や位相及び
信号強度の各値を所定に配列して特徴パターンを取得し、この特徴パターンから異常を検
知することで機器診断の精度の向上を図ることも提案されている（特許文献４参照）。
【０００７】
　また別に、容器内に絶縁媒体と共に収納された導体の電圧を検出し、この電圧のうち導
体に印加された運転電圧の波形を信号変換回路で変換し、変換された運転電圧を入力情報
を画面上に表示する測定器に入力し、入力した運転電圧を基に測定器の駆動電源の電圧と
運転電圧との位相差を検出し、しかも位相差に従って測定器の画面上に表示される時間軸
の位相のずれを補正し、この後補正された測定器に検出電圧をそのまま入力して運転電圧
に同期した部分放電パターンを測定し、このパターンを基に欠陥の種類を特定することも
提案されている（特許文献５参照）。
【０００８】
　また更には、ガス絶縁機器内で異物により発生する部分放電信号を、複数の検出器で検
出し、各検出器で検出された部分放電信号を周波数解析し、この解析波形又はガス絶縁機
器の印加周波数に同期している部分放電の電圧位相から異物の欠陥種別を推定し、複数の
部分放電信号の信号減衰（勾配）を考慮して欠陥位置と信号強度を推定するようにし、ま
た欠陥種別ごとに信号強度と欠陥位置での電界分布とを用いて欠陥サイズを推定している
。異物が導体上の突起の場合は、電界分布を示す突起部分の電界強度と電界不平等率を用
い、スペーサ沿面付着異物の場合は、スペーサ沿面方向の電界強度を用いており、欠陥サ
イズと欠陥種から絶縁破壊の危険性を評価するリスク評価を行い、発生している部分放電
からガス絶縁機器の絶縁異常に対する危険度を診断することも提案されている（特許文献
６参照）。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－１８７０５５号公報
【特許文献２】特開２０００－２２４７２３号公報
【特許文献３】特開２００１－１６７２２号公報
【特許文献４】特開２００１－１３３５０６号公報
【特許文献５】特開２００５－２３３８３７号公報
【特許文献６】特開２００６－１７０８１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記した公知のガス絶縁機器の部分放電検出方法では、それぞれ部分放電発生位置の移
動の判断が行え、精度の高い部分放電の診断を行えるし、また部分放電を起こしている欠
陥の種類を特定でき、部分放電の特徴パターンから異常を検知して診断の精度が向上でき
、部分放電発生位置の特定や欠陥の種類の特定等を行うことができ、部分放電に基づく絶
縁異常診断を精度良く行え、絶縁異常に対する危険度を診断する利点はある。しかし、い
ずれの技術も単相のガス絶縁機器に適用した場合に有効なものの、三相一括ガス絶縁機器
に適用した場合には、その効果を十分に発揮できない問題がある。
【００１１】
　特に、三相一括ガス絶縁機器における部分放電の発生位置の標定及び部位の標定は、そ
の後の保守対応処理、例えば直ちにガス絶縁機器の該当個所を解体処理する必要があるか
、部分放電の監視を継続しておくか、次の保守点検時に対応する等の処理判断に重要であ
る。このため、三相一括ガス絶縁機器であっても、部分放電の発生位置及び部位の標定を
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確実に行えるようにすることが望まれている。
【００１２】
　本発明の目的は、三相一括ガス絶縁機器における部分放電位置の特定から、部分放電部
位の標定を確実に行える三相一括ガス絶縁機器の部分放電部位標定方法を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　金属容器内に三相の各導体を配置し、前記各導体を絶縁物にて支持すると共に、絶縁物
にて気密に区分する複数のガス区画内に絶縁ガスを封入する三相一括ガス絶縁機器の部分
放電の部位を特定する方法であって、前記金属容器の異なる前記ガス区画の各検出センサ
にて部分放電信号を検出し、少なくとも２つの前記検出センサが検出した部分放電信号を
用いて部分放電しているガス区画を特定し、特定した前記ガス区画での検出センサ及び音
響センサで検出する各放電信号の検出強度を計測し、前記検出センサ及び前記音響センサ
が検出した各放電信号の検出強度と三相の電圧の位相波形とに基づいて欠陥部位を特定す
ることを特徴とする。
【００１４】
　部分放電信号を検出する前記検出センサは、予め金属容器に設けた検出センサを用いて
信号の検出強度を計測することを特徴とする。また、信号の検出強度を計測する前記検出
センサは、前記ガス区画を特定した後に新たに配置して信号の検出強度を計測することを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、三相一括ガス絶縁機器における部分放電信号の検出によって、ガス区
画された部分放電位置を標定し、その後部分放電信号と音響信号とを用いて、部分放電部
位の標定を確実に行うことができる。従って、三相一括ガス絶縁機器の保守点検作業が容
易になり、しかも経済的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　金属容器内に三相の各導体を配置し、前記各導体を絶縁物にて支持すると共に、絶縁物
にて気密に区分する複数のガス区画内に絶縁ガスを封入する三相一括ガス絶縁機器で、異
なる前記ガス区画の金属容器に設けた検出センサにて部分放電信号を検出し、２つの前記
検出センサの部分放電信号から部分放電しているガス区画を特定する。その後、特定した
前記ガス区画での検出センサ及び音響センサで検出する各放電信号の検出強度を計測し、
検出センサ及び音響センサが検出した放電信号の検出強度と、三相の導体における検出電
圧の位相波形とに基づいて欠陥部位を特定する。
【実施例１】
【００１７】
　以下、本発明の三相一括ガス絶縁機器の部分放電部位標定方法を、ガス絶縁開閉装置の
三相一括ガス母線に適用した例である図１から図４を用いて説明する。三相一括ガス母線
は、円筒状に形成した金属容器１内に、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の三相分の各導体２を配置して
いるが、図１においては、表示の都合上１相分の導体を配置した状態で示している。
【００１８】
　三相一括ガス母線の各導体２は、絶縁スペーサや絶縁ポスト等の絶縁物３にて支持させ
、しかも絶縁物３で金属容器１を気密に区分して複数のガス区画４を形成すると共に、金
属容器１を機械的に強固に連結し、各ガス区画４の内部には、絶縁媒体となる絶縁ガスを
封入している。
【００１９】
　金属容器１には、密閉された各ガス区画４、或いは図１（ａ）に示す如く予め定めた間
隔のガス区画４には、金属容器１の内面や外面のいずれか選定された位置に、部分放電の
信号を検出する検出センサ５ａ、５ｂを設け、超高周波数法（ＵＨＦ：Ultra High Frequ
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ency、以下「ＵＨＦ法」と略称する。）や音響法（ＡＥ：Acoustic Emission、以下「Ａ
Ｅ法」と略称する。）を用いて、部分放電を検出するようにしている。
【００２０】
　一般に、ガス絶縁機器である三相一括ガス母線は、図２に示すように絶縁スペーサ等の
絶縁物３面に付着する付着異物ａ、各相の導体２に付着する付着異物ｂ、金属容器１内部
の浮遊異物ｃ、更には接点部等の導体フロート状態ｄの各欠陥を標定できれば十分である
。三相一括ガス母線の欠陥部分の標定により、部分放電検出の際の処置決定、即ち速やか
な解体点検か部分放電状態の監視を継続、或いは次回の点検時に対応する等の処置判断を
適切に行うことができる。
【００２１】
　本発明ではガス絶縁機器の部分放電位置を標定するため、まず図１（ａ）に示すように
異なるガス区画４に設けたＵＨＦ法の各検出センサ５ａ、５ｂを、部分放電位置標定装置
６の信号増幅器等を含む信号処理部６Ａと位置判定部６Ｂと接続する。これら各検出セン
サ５ａ、５ｂで検出した複数の検出信号を用い、次に説明する手法で部分放電位置標定装
置６の位置判定部６Ｂで、部分放電している部分（×点）のあるガス区画４を標定する。
【００２２】
　このガス区画４の標定にあたっては、少なくとも２つの検出センサ５ａ、５ｂを用いて
部分放電信号を検出する。そして、図１（ｂ）に示す検出センサ５ａ、５ｂでの信号検出
量ＹａとＹｂ、検出センサ５ａ、５ｂ間の距離（Ｘａ＋Ｘｂ）、検出対象のガス区画４間
に存在する絶縁物４の数、部分放電信号が金属容器１内の伝搬する減衰量αや、絶縁物３
による減衰量βを考慮すれば、減衰勾配が交差する点やこの点の電磁波強度Ｙ０を求める
ことができる。この検出手段を組み込んだ部分放電位置標定装置６を用いることにより、
三相一括ガス母線において、部分放電している部分（×点）のあるガス区画４がどの場所
かを、標定する。
【００２３】
　部分放電を発生しているガス区画４の特定に用いるＵＨＦ法用の検出センサは、図１（
ａ）に示すように部分放電している部分（×点）を挟んで対向している検出センサを使用
するだけでなく、同方向に位置して部分放電信号の検出値の異なる複数の検出センサを使
用しても、部分放電を起こしているガス区画４を特定することができる。
【００２４】
　続いて、図１（ｃ）に示すように特定したガス区画４の欠陥部位を標定するため、金属
容器１部分にＵＨＦ法用の検出センサ５ｘとＡＥ法用の音響センサ７とを設け、これら検
出センサ５ｘとＡＥ法用の音響センサ７は、欠陥部位標定装置８の信号処理部８Ａを介し
て部位判定部８Ｂと接続し、欠陥部位の標定を実施する。このように、ＵＨＦ法用の検出
センサ５ｘを新たに配置する代りに、特定したガス区画４の金属容器１の近くに既に存在
する例えば検出センサ５ａを使用することができる。
【００２５】
　部分放電標定で特定したガス区画４では、欠陥部位の標定のため、検出センサ５ｘ及び
音響センサ７で部分放電信号を検出してその検出強度を計測し、通常行われるように、予
め部分放電信号の検出強度に閾値を定めておき、部分放電か外部ノイズであるかの識別を
容易にする。そして、部分放電信号の検出強度の程度を区分、例えば信号の強度を大中小
に区分し、また図４に示す検出した部分放電信号が生じた三相の導体における各電圧の位
相波形を検討する。
【００２６】
　図２に示した各欠陥部位は、ＵＨＦ法で検出した部分放電信号の強度の大中小、及びＡ
Ｅ法で検出した部分放電信号の強度の大小と、図４の部分放電を生じている時点の電圧の
位相との間に、図３に示す相関関係があって区分可能である。従って、これらの関係を考
慮した欠陥部位標定装置８の部位判定部８Ｂで、×印で示す部分放電を発生している三相
一括ガス絶縁母線におけるガス区画４の欠陥部位を標定する。
【００２７】
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　各相電圧の位相の検討は、図４（ｄ）に示す部分放電を生じた時点で、図４（ａ）に示
すような三相のうちのある相での電圧の位相のピーク付近（縦線付加表示）で部分放電信
号が検出されたのか、図４（ｂ）に示すように他の相での電圧の位相における０から－側
に向かう途中の時点（破線丸表示）での検出か、更には図４（ｃ）に示すような別の相で
の電圧の位相における－側から０に向かう途中の時点（破線丸表示）での検出かによって
、いずれの欠陥かの推論ができる。このため、各センサ５ｘ及び７で検出する部分放電信
号の強度と、部分放電を生じている時点の電圧の位相とを使用することにより、欠陥部位
の標定を確実に行える。
【００２８】
　ガス絶縁機器においては、欠陥部位の絶縁物付着異物ａや導体付着異物ｂは、危険度評
価は高いから、放電電荷量によって欠陥部分の大きさが推定でき、また金属容器１内部の
浮遊異物ｃは、音響の大きさによって異物の大きさが推定でき、更に導体フロート状態ｄ
は、放電電荷量で危険度評価を行うことで、それぞれ適切な上述の各処置を決定すること
ができるから、保守点検作業を容易にしかも経済的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明における三相一括ガス絶縁機器の部分放電部位標定方法の手順を示す説明
図である。
【図２】三相一括ガス絶縁機器の部分放電を起こす異物付着の状態を示す模式図である。
【図３】本発明の三相一括ガス絶縁機器の部分放電部位標定方法に用いる説明図である。
【図４】三相の電圧の位相波形と部分放電検出信号との関係の説明図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１…金属容器、２…導体、３…絶縁物、４…ガス区画、５…検出センサ、６…部分放電
位置標定装置、７…音響センサ、８…欠陥部位標定装置。
【図１】 【図２】

【図３】
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